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今
週
の
紙
面 東京・豊島区 関根和子

■２面 女性ニュース ■
３面 読者のページ／まん
が／短歌 ■４面 らいて
う没後50年／ジェンダー講
座／ホットライン ■６面

大掃除のポイント／母の
歴史 ■７面 新婦人のペ
ージ／会長からの手紙／コロナ禍の教室から

新 日 本 婦 人 の 会 目 的

☆核戦争の危険から女性と子どもの生命を

まもります。

☆憲法改悪に反対、軍国主義復活を阻止し

ます。

☆生活の向上、女性の権利、子どものしあわ

せのために力をあわせます。

☆日本の独立と民主主義、女性の解放をか

ちとります。

☆世界の女性と手をつなぎ、永遠の平和を

うちたてます。

新日本婦人の会は国連に認証されたＮＧＯです
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コロナ禍における生活保護の弾力運用
（2021年１月29日、５月26日の厚生労働省通知

より）

通勤用自動車の処分の留保 保育所等の

送迎も含まれ、期間も保護開始時から概ね

１年をめどに延長

生命保険、学資保険の処分の留保 解約

保留期間が３カ月から６カ月に延長

転居指導の留保 持ち家がある人でも、店

を持ちながらでも可

そのほかの主な支援制度
（給付金は2022年３月末まで予定）

住宅確保給付金 住宅を失う恐れが生じ

ている人に最大９カ月分の家賃相当額支給

休業支援金・給付金 休業、時短、シフ

ト減された労働者に平均賃金80％を支給

小学校休業等対応助成金 今年８月１日

から12月ロ日までの期間中に、新型コロナ

により子どものために仕事を休まざるをえ

なかった労働者に賃金相当の全額を助成

生活保護とは

社会保障を国の義務として

定めている憲法25条に基づ

き、1950年に創設。生活が苦

しい人に生活費や住まい、教

育、医療、介護など必要最低

限の費用を公的に保障する制

度で、厚労省が定める最低生

活費から賃金や年金などの収

入を差し引いた差額が支給さ

れる。

︻
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毎月第３水曜日に支部事務所で「つながろう ほっとスペース（女性専用）」を開いて

いる新婦人神奈川・相模原支部。〝共に政治を変える仲間を広げたい〟と４月から始め

た。会員が栽培した野菜、会員や近所の人のカンパでそろえた生理用品などの支援物資が

並ぶ。「ここに来るのが楽しみ」と毎月訪れる女性もいる。専門家らが開く相談会と連携

し、生活困窮者を生活保護につなぐ活動も

こばやしみほこ 一般社団法

人つくろい東京ファンドのメ

ンバー。支援を受けた人たち

の居場所兼就労の場として設

立した「カフェの潮
し お

の路
み ち

」の

コーディネーターも。共著に

『コロナ禍の東京を駆ける

緊急事態宣言下の困窮者支援

日記』（岩波書店）など
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